
11月20日（日）

おごおり歳時記
～イベント情報～

（一社）小郡市観光協会
☎72-4008

問

早馬祭 隼鷹神社 （横隈）

　無病息災や豊作を願う伝統行事です。その年に収穫した藁（わら）や稲
穂を使って馬の形を作り、それを白法被姿の氏子たちが担いで地区内を
めぐります。隼鷹神社の早馬祭は、市の無形民俗文化財に指定されてい
ます。

見頃は11月下旬まで
市内の紅葉スポット
　紅葉を満喫できるスポットを紹介します。ぜひ散策してみてください。
主なスポット
（モミジ・イチョウ・メタセコイア）　城山公園
（モミジ）　如意輪寺、黒岩稲荷神社
※如意輪寺では、11月18日（金）～20日（日）の間、ライトアップも行わ
れます

（イチョウ）七夕神社、日吉神社、津古八龍神社 城山公園の紅葉

早馬祭

小郡市観光大使
オリリン・ヒコリン

令和３年度末の市税収納率は94.52％で、税収入未済
額（市税の滞納額）は約４億3,514万円でした。市の取組
などにより税収入未済額は年々減少しているものの、依
然として多くの滞納額が存在しています。
市税の滞納は、市の財政を圧迫し、充実した住民サー
ビスを提供するための財源が失われるほか、期限内に納
税している人との公平性を欠くことになります。市は、
今後も適正な滞納処分を実施し、滞納金額の圧縮を図っ
ていきます。

◆市税の滞納状況

◆滞納処分の流れ

収入の減少や災害、盗難、本人や家族の病気・事故、事業の休廃止など、やむを得ない事情で納税が困難な場合
は、一人で悩んだり、放置したりせず、お早めにご相談ください。

◆納税が困難な場合は放置せず早めの相談を

◆下水道使用料や下水道事業受益者負担金の滞納処分を強化しています！

収納課収納係　☎72-2111問

11月～12月は、県税・市町村税の徴収強化月間です。市は、県や他市町村と連携し個人住民税や固定資産税を
はじめとする地方税の徴収率の向上と滞納の縮減を図るため、納税推進・滞納者に対する催告・差押えなどの滞納
処分など、さまざまな徴収対策に取り組んでいます。

STOP滞納!!
“納税”を忘れていませんか

マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178問

マイナンバーカード総合支援窓口（北別館１階）　☎72-2111問申場

マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が、令和4年12月末
まで延長になりました。カードを申請した人は、令和５年２月末までにマイナンバー
カードを使って下記の手続をすると、最大2万円分のマイナポイントがもらえます。

市役所でカード・ポイントの申請をサポートします

マイナポイント第
２弾の手続方法な
ど、詳細は総務省
ホームページをご
覧ください

マイナンバーカード総合
支援窓口の開設日や持参
物などは市ホームページ
をご覧ください

マイナポイント第２弾のカード申請期限が
令和４年12月末まで延長されました

下水道課管理係　☎72-2111問

下水道使用料や下水道事業受益者負担金は、汚水の処理や下水道の整備を行ううえで欠かせない貴重な財源で
す。滞納がある場合は、市税と同様に催告や差押えなどの滞納処分を強化しています。
新型コロナウイルスの影響や収入の減少など、やむを得ない事情で納付が困難な場合は、お早めにご相談くださ
い。

マイナンバーカードは、ご自身でも郵送、パソコン、スマートフォンから申請できます。
カードの申請から発行まで１か月程度かかります。市役所で受取りをお願いします。

令和４年度久留米朝倉地区・県市町村合同公売会を開催します
　地方税の滞納処分により差し押さえた財産（物件）を公売します。期間中、各会場に設置している入札箱で
入札ができます。詳細は市ホームページまたは収納課までお問い合わせください。
日時　11月14日（月）～17日（木）／９時～17時
会場　小郡市役所収納課、福岡県久留米県税事務所、他６市町村役場
持参物　身分証明書（運転免許証など）、印鑑、委任状（代理人の場合）

１．督促
　納期限を過ぎても納付がない場合、督促状
を送付し納付を促します。

３．捜索・差押
　財産調査や捜索により発見した滞納者
の財産（テレビや自動車などの動産、不
動産、預貯金、給与など）を差押えます。

２．財産調査
　官公庁・金融機関・勤務先・滞納者の財産
を占有する第三者などに対して、財産調査を
行います。

４．換価
　差押えた財産は公売、取立てにより換価し、滞納税に充
てます。

時間　平日８時半～17時
※今月は、11月19日（土）・27日（日）（両日９時～12時）に臨時開設します

令和３年度の差押件数・換価額

（単位：億円）
税収入未済額の推移

５億1,103万円
４億6,858万円

４億3,514万円
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令和元年度 令和２年度 令和３年度

ポイントの手続 もらえるポイント カード申請期限 ポイント申込期限
マイナンバーカードを使ってマイナポイントの手続きを行い、
キャッシュレス決裁サービスでチャージや買い物をする
（マイナポイント第１弾に申し込んだ人は対象外）

最大5,000円分
令和４年
12月末

令和５年
２月末健康保険証に登録する 7,500円分

公金受取口座を登録する 7,500円分
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